
会議の名称

出  席  者

世田谷区公契約の労働報酬下限額の改定について 財務部

子どもへの食の支援事業の実施について 子ども・若者部

児童相談所を設置する市（特別区）としての政令指定の要請について 子ども・若者部

備　　考

所  管  課
(会議録作成所管)

審議概要 1
【意見等】
・労働報酬下限額の改定案について確認され、提案の通り決定された。

【審議結果】
・付議事案を了承とする。

政策経営部　政策企画課

審議概要 3

【意見等】
・この間の児童相談所開設に向けた準備を進めた結果、政令指定を受けるための要件を満たすこ
とができる状況となったため、児童相談所の開設時期を平成３２年（２０２０年）４月１日とす
る旨の説明があった。

【審議結果】
・付議事案を了承とする。

審議概要 2
【意見等】
・食材の支援を含め連続性が分かるように資料に記載すること。

【審議結果】
・付議事案を了承とする。

区長、宮崎副区長、岡田副区長、政策経営部長

会　議　録

平成３０年１２月１０日開催政策会議

開催日時
平成３０年１２月１０日（月曜日）　午後４時００分から午後５時３０分まで
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